
高
齢
者
向
け
の

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福

祉
給
付
金
っ
て
な
ん
じ
ゃ
？

ふ
む
ふ
む
…

１
９
５
１
年
（
昭
和
26
年
）

生
ま
れ
の
わ
し
は
今
年
65
歳

に
な
る
か
ら
対
象
に
な
る
な
。

●
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難

し
て
い
る
人
へ

　
事
情
に
よ
り
、
基
準
日
（
平
成
27
年
1

月
1
日
）
時
点
で
安
芸
高
田
市
に
住
民
票

を
移
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
人
で
も
給

付
金
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
給
付
金
を
か
た
っ
た
「
電
話
ｄ
ｅ
詐

欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に
注
意
！

　
国
や
市
役
所
職
員
が
電
話
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
の

操
作
を
依
頼
し
た
り
、
手
数
料
等
の
振
り

込
み
を
依
頼
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
の
で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
不
審
な
電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合
は
、

迷
わ
ず
市
役
所
や
最
寄
り
の
警
察
署
ま
た

は
警
察
相
談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１
０
）

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

【
お
問
い
合
わ
せ
電
話
】

　
厚
生
労
働
省
の
相
談
窓
口
（
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
）
☎
０
５
７
０
‐
０
３
７
‐
１
９
２

運
営
時
間
は
、
９
：
00
〜
18
：
00

　
　
　（
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
は
除
く
）

【
市
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
】

　
社
会
福
祉
課
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用

　
　
　
　
　
　
☎
42
‐
５
６
２
６

　
お
太
助
フ
ォ
ン

　
　
　
　
　
　
☎
42
‐
５
６
１
５

社会福祉課臨時福祉給付金専用 ☎４２－５６２６　お太助フォン ☎４２－５６１５

低所得の高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）に関するお知らせ

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

に
向
け
、
賃
金
引
上
げ
の
恩

恵
が
及
び
に
く
い
所
得
の
少

な
い
高
齢
者
を
支
援
し
、
個

人
消
費
の
下
支
え
を
行
う
た

め
に
支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

●
支
給
対
象
者

　
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

対
象
者
の
う
ち
、
平
成
28
年
度
中
に

65
歳
以
上
と
な
る
人
。

　
市
で
は
、
４
月
28
日
に
給
付
対
象

者
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

●
支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

●
申
請
受
付
期
間

　
5
月
２
日
か
ら
８
月
２
日
ま
で
の

3
か
月
間
で
す
。（
８
月
２
日
消
印

有
効
）

●
申
請
方
法

　
申
請
書
を
対
象
世
帯
の
代
表
者
に

郵
送
し
ま
す
。
申
請
書
が
届
き
ま
し

た
ら
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必

要
書
類
を
添
付
し
返
送
用
封
筒
で
返

送
く
だ
さ
い
。
本
庁
・
各
支
所
に
直

接
持
参
さ
れ
て
も
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

支給対象者、支給額などは
下の枠線で囲った中に書い
てありますよ♡

●
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難

こ
ん
な
時

ど
う
す
る
？

～
申
請
の
流
れ
～

4
月
28
日
に
申
請
書
の
郵
送申請書を封入する窓開き封筒。

色はうす緑色です。

申
請
書
に
記
入

申
請
書
を
提
出

給
付
金
の
受
取

支
給
要
件
を
満
た
し
た
方
は
、
申
請

書
に
記
載
し
た
指
定
口
座
に
入
金
し

ま
す
。

提
出
方
法
に
つ
い
て
は

上
記
の
「
●
申
請
方
法
」
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。
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障害がある人もない人も　わがまちで・ともに・じぶんらしく
「輝いて暮らす安芸高田」をめざして

社会福祉課　☎４２－５６１５

　
安
芸
高
田
市
は
、
平
成
27
年
3
月
に

「
第
2
次
安
芸
高
田
市
障
害
者
プ
ラ
ン
」

お
よ
び
「
安
芸
高
田
市
障
害
福
祉
計
画

（
第
4
期
）」
を
策
定
し
、
計
画
の
基
本

理
念
で
も
あ
る
「
わ
が
ま
ち
で
・
と
も

に
・
じ
ぶ
ん
ら
し
く
『
輝
い
て
暮
ら
す

安
芸
高
田
』」
の
実
現
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

　
広
報
あ
き
た
か
た
4
月
号
で
お
知
ら

せ
し
た
と
お
り
、
平
成
28
年
4
月
か
ら

は
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
が
施
行
さ

れ
て
い
ま
す
。
障
害
の
あ
る
人
へ
の
差

別
を
な
く
す
こ
と
は
、
障
害
が
あ
る
人

も
な
い
人
も
、
誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
つ
な
が

る
こ
と
で
す
。
障
害
に
つ
い
て
知
っ
て

い
た
だ
き
、
み
ん
な
で
一
緒
に
考
え
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

〜安芸高田市職員対応
マニュアルを策定しました〜

　障害のある方に対し、障害を理
由に権利利益を侵害することにな
らないよう、安芸高田市の職員が、
障害の特性や多様性を理解し、適
切に対応していくための対応要領
を策定しました。
　もしも、職員が障害を理由とす
る差別的な対応をした場合には、
相談窓口を福祉保健部社会福祉課
に設置していますので、ご相談く
ださい。
　いただいたご相談は、相談者の
プライバシーなど配慮し、早期の
解決に努め、今後の相談体制の充
実を図っていきます。
　障害のある人もない人も、とも
に気持ちよく来庁していただける
市役所を目指していきます。

まずは障害について知ってください。
私たちは、日々生活する中で、いつ病気
になったり、事故や災害にあったりする
かわかりません。障害は誰にでも生じ得
るものです。

総務課　☎４２－５６１１

障害と言っても、種類や程度は様々で、
同じ障害であってもその症状は、人そ
れぞれ違っています。
なかには、外見からではわからない障
害もあります。そのため、周りの理解
が得られず、苦しんでおられる方もい
ます。

障害のある方が、社会のしくみ（人々の偏見、建物や制度など）の
問題により、持っている能力が十分に発揮できないことは、社会に
とって大きな損失です。
差別をなくすことは、こうした社会的障壁（社会のかべ）をなくす
ことでもあります。

障害者にとって社会的障
しょうへき

壁とは…

●物やことがら ― たとえば、早口で分かりにくく、あいまいな案内や説明、段差、
　　　　　　　　  手話通訳のない講演。
●制　度 ― たとえば、障害があることで就職・資格などが制限される。
●習　慣 ― たとえば、障害のある人が結婚式や葬式に呼ばれない、子ども扱い
　　　　　  される。
●考え方 ― たとえば、障害のある人は施設や病院で暮らしたほうが幸せだ、障
　　　　　  害のある人は結婚や子育てができない。

改正障害者基本法の第 2 条で説明されている社会的障壁（社会のかべ）とは、社
会にある、障害のある人を暮らしにくく、生きにくくするもの全部で、次のよう
なものです。

障害について知り、社会的障壁（社会のかべ）をなくすことが
障害のある人もない人も　共に生きる社会につながります。
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